
  （仮称）札幌市子どもの権利
け ん り

条例
じょうれい

素案
そ あ ん

 

「救済
き ゅ う さ い

制度
せ い ど

」への意見のまとめと札幌市の考え方 
（小学生・中学生のみなさんへ） 

                 

 

                 

 

子どもの権利
け ん り

について 

考えてみませんか？ 
 

札幌市は、平成 20 年 2 月に、いじ

めや虐待
ぎゃくたい

など、悩
な や

み苦
く る

しんでいる子

どもを救
す く

うための新しい仕組み（救
きゅう

済
さ い

制
せ い

度
ど

）について、みなさんからの

意見を募集
ぼ し ゅ う

しました。このパンフレ

ットは、小学生と中学生の子ども 266

人から寄
よ

せられた意見の主な内容と、

それに対する札幌市の考え方を報告
ほ う こ く

するものです。 

寄
よ

せられた意見を参考
さ ん こ う

にしながら、

一緒
い っ し ょ

に子どもの権
け ん

利
り

について考えて

みませんか？ 
 

 

 

●●● 大人のみなさまへ ●●● 
 

札幌市は、平成 20 年 2 月、子どもの権利条例の素案について、小学生・中学生用

資料と一般用資料を配布し、市民意見を募集しました。このパンフレットでは、小学

生・中学生用資料について寄せられた意見の概要と、それに対する札幌市の考え方を

報告いたします。ぜひ、お子様とご一緒にお読みください。 
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